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◆ 良好な景観の形成に関する方針 

緑豊かな独立峰の権現山と北部の山並みの景観は、各務原市にとって重要な景観資源です。その権現

山の東部には緑地を配した工業団地が広がります。このような地区には、特に景観上の配慮が必要であ

り、良好な景観の形成に関する方針を下記のとおり定めます。 
 

方 針 

・ ｢公園都市かかみがはら｣に相応しい工業団地を目指し、緑豊かな権現山と北部の山並

み景観になじむ良好な景観と環境形成を図る。 

 

 

 

 

◆ 重点風景地区の範囲 

権現山東部地区の重点風景地区として指定するエリアは、現況の土地利用状況や優れた眺望景観を

考慮して下図に示す範囲で指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点風景地区の範囲と風景形成基準 3 

風景づくりのテーマと方針 2 

◆ 風景づくりのテーマ 

権現山東部に緑豊かな工業団地の景観の創出 

瞑想の森 

社会福祉施設等 

県道長森各務原線 


